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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体輝度を測定するための測光部と、
　前記測光部により測定された前記被写体輝度により露出値を演算し、シャッターおよび
発光部を制御する制御部とを有し、
　前記制御部は、前記発光部を発光させることによる閃光撮影時は、前記被写体輝度が手
ブレを防止できる限界のシャッター速度に対応する第１の被写体輝度以上の場合は、前記
被写体輝度の低下に応じてシャッター速度を決定し、前記被写体輝度が前記第１の被写体
輝度から所定の露出値だけの露出不足となる第２の被写体輝度までの間の場合は、シャッ
ター速度を前記手ブレを防止できる限界のシャッター速度に固定し、前記被写体輝度が前
記第２の被写体輝度以下の場合は前記被写体輝度の低下に応じてシャッター速度を遅くす
ることを特徴とする閃光撮影可能なカメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の閃光撮影可能なカメラにおいて、
　前記制御部は、前記被写体輝度が前記第２の被写体輝度以下の場合は前記所定の露出値
だけ露出不足となる高速のシャッター速度を設定することを特徴とする閃光撮影可能なカ
メラ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の閃光撮影可能なカメラにおいて、
　前記制御部は、前記所定の露出値を撮影モードに応じて可変とすることを特徴とする閃
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光撮影可能なカメラ。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の閃光撮影可能なカメラにおいて、
　前記制御部は、前記所定の露出値を任意に可変とすることを特徴とする閃光撮影可能な
カメラ。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかの項に記載の閃光撮影可能なカメラにおいて、
　前記制御部は、前記被写体輝度が前記第２の被写体輝度から所定の露出値だけの露出不
足となる第３の被写体輝度以下の場合は、前記手ブレを防止できる限界のシャッター速度
より遅いシャッター速度に固定することを特徴とする閃光撮影可能なカメラ。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかの項に記載の閃光撮影可能なカメラにおいて、
　前記制御部は、前記被写体輝度が前記第１の被写体輝度より高い第４の被写体輝度以上
の場合は、シャッター速度を最高シンクロ速度に固定することを特徴とする閃光撮影可能
なカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フラッシュライトを補助照明光として被写体を照明し撮影を行う閃光撮影可能
なカメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
自然光により照明される被写体が低輝度のときに、フラッシュライトを自動的に発光させ
て被写体を照明し撮影を行うカメラが知られている。この種のカメラでは、低輝度時のフ
ラッシュ撮影にはシャッター速度を比較的速い速度に固定し、手ブレによる画質の低下を
防止している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上述したカメラでは、夜景を背景にして人物などの撮影を行うと、人物はフラ
ッシュライトにより照明されるので適正露出となるが、遠距離の夜景まではフラッシュラ
イトが届かず、またシャッター速度が速い速度に固定されているので、背景が露出不足と
なり、最悪の場合はまったく写らないことがある。また、速いシャッター速度に固定せず
にいわゆるスローシンクロ撮影を行うと、手ブレのために人物や背景の像が流れてしまう
こともある。
【０００４】
本発明の目的は、フラッシュライトを補助照明光として撮影行うときに、手ブレを防止し
ながら背景を写し込むことにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　一実施の形態の被写体輝度Ｂｖに対するシャッター速度Ｔｖの関係を示す図２に対応づ
けて本発明を説明すると、
（１）　請求項１の発明は、被写体輝度を測定するための測光部と、測光部により測定さ
れた被写体輝度により露出値を演算し、シャッターおよび発光部を制御する制御部とを有
し、制御部は、発光部を発光させることによる閃光撮影時は、被写体輝度が手ブレを防止
できる限界のシャッター速度Ｔｖ５（１／３０秒）に対応する第１の被写体輝度Ｂｖ５以
上の場合は、被写体輝度Ｂｖの低下に応じてシャッター速度Ｔｖを決定し、被写体輝度が
第１の被写体輝度Ｂｖ５から所定の露出値２ＥＶだけの露出不足となる第２の被写体輝度
Ｂｖ３までの間の場合は、シャッター速度Ｔｖを手ブレを防止できる限界のシャッター速
度Ｔｖ５（１／３０秒）に固定し、被写体輝度が第２の被写体輝度以下の場合は被写体輝
度の低下に応じてシャッター速度を遅くすることにより、上記目的を達成する。
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（２）　請求項２の閃光撮影可能なカメラは、前記制御部が、被写体輝度が第２の被写体
輝度以下の場合は所定の露出値だけ露出不足となる高速のシャッター速度を設定するもの
である。
（３）　請求項３の閃光撮影可能なカメラは、前記制御部が、所定の露出値を撮影モード
に応じて可変とするものである。
（４）　請求項４の閃光撮影可能なカメラは、前記制御部が、所定の露出値を任意に可変
とするものである。
（５）　請求項５の閃光撮影可能なカメラは、前記制御部が、被写体輝度が第２の被写体
輝度から所定の露出値だけの露出不足となる第３の被写体輝度以下の場合は、手ブレを防
止できる限界のシャッター速度より遅いシャッター速度に固定するものである。
（６）　請求項６の閃光撮影可能なカメラは、前記制御部が、被写体輝度が第１の被写体
輝度より高い第４の被写体輝度以上の場合は、シャッター速度を最高シンクロ速度に固定
するものである。
【０００６】
上述した課題を解決するための手段の項では、説明を分かりやすくするために一実施の形
態の図を用いたが、これにより本発明が一実施の形態に限定されるものではない。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明を一眼レフレックスカメラに適用した一実施の形態を説明する。図１は一実施の形
態の構成を示す。一実施の形態のカメラは、撮影レンズ１、絞り２、クイックリターンミ
ラー３、シャッター４、フィルム５、焦点板６、ペンタプリズム７、測光用レンズ８、測
光用受光素子９、フラッシュライト発光部１０、制御装置１１、フラッシュライト制御装
置１２などを備えている。
【０００８】
制御装置１１はマイクロコンピューターとメモリなどの周辺部品から構成され、測光用受
光素子９により測定された被写体輝度に基づいて露出値を演算し、絞り２、シャッター４
およびフラッシュライト制御装置１２を制御する。フラッシュライト制御装置１２は、カ
メラ本体の制御装置１１から受信した発光指令にしたがって発光部１０を発光させる。
【０００９】
図２は、一実施の形態のフラッシュライトによる閃光撮影時の被写体輝度に対するシャッ
ター速度の制御結果を示す。この実施の形態では、被写体の測光結果に基づいて低輝度や
逆光条件などが検知されると、自動的にフラッシュライトによる閃光撮影を行う。このと
きのシャッター速度のプログラム線図は図３に示すものとする。
【００１０】
上述したように、従来のフラッシュ撮影可能なカメラでは低輝度下でフラッシュ撮影を行
う場合、例えば図２に破線で示すように、被写体輝度Ｂｖに無関係にＴｖ７（１／１２５
秒）の高速のシャッター速度に固定するか、あるいは、例えばＴｖ５（１／３０秒）の手
ブレを防止できる限界のシャッター速度まで、被写体輝度Ｂｖの低下に応じてシャッター
速度Ｔｖを遅くしている。これらの場合には、絞りは最も使用頻度が高い例えばＡｖ５（
Ｆ５．６）に固定されている。ところが、低輝度時に高速のシャッター速度に固定してフ
ラッシュ撮影を行うと、手ブレは防止できるが、夜景などの背景が露出不足になって写ら
なくなることがある。
【００１１】
一方、高速のシャッター速度に固定せずに低輝度下でフラッシュ撮影を行う、いわゆるス
ローシンクロ撮影を行うと、シャッター速度Ｔｖは、図２に細い実線で示すように被写体
輝度Ｂｖの低下に応じて遅くなる。このスローシンクロ撮影では、夜景などの背景は写し
込めるが、被写体輝度Ｂｖが低くなるほどシャッター速度Ｔｖが遅くなり、手ブレのため
に人物や背景の像が流れてしまう。
【００１２】
そこで、この実施の形態では、低輝度下でフラッシュ撮影を行う場合に、手ブレを防止し
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ながら、しかも夜景などの背景を写し込むことができるように、被写体輝度Ｂｖに応じた
シャッター速度Ｔｖを設定する。
【００１３】
具体的には、被写体輝度がＢｖ７（Ｅｖ１２）以上では、シャッター速度をＴｖ７（１／
１２５秒）に固定する。この場合、撮影レンズの絞りを絞り込むことによって適正な露出
を得ることができる。なお、このＴｖ７（１／１２５秒）のシャッター速度はフラッシュ
ライトの最高シンクロ速度であり、より高速のシンクロ速度となる場合もある。
【００１４】
一方、被写体輝度がＢｖ７より低くなるにしたがってシャッター速度を遅くする。シャッ
ター速度が手ブレを防止できる限界のシャッター速度、例えばＴｖ５（１／３０秒）にな
るまでは、従来のスローシンクロ撮影時と同様に、被写体輝度の低下に応じてシャッター
速度を遅くする。図２に示す例では、被写体輝度がＢｖ５まで低下したときにシャッター
速度がＴｖ５（１／３０秒）になるから、被写体輝度Ｂｖ５までは被写体輝度の低下に応
じてシャッター速度を遅くする。
【００１５】
シャッター速度が手ブレを防止できる限界値Ｔｖ５（１／３０秒）に達したら、それ以上
は被写体輝度の低下に応じてシャッター速度を遅くせず、シャッター速度をＴｖ５（１／
３０秒）に固定する。
【００１６】
被写体輝度がＢｖ５まで低下してシャッター速度がＴｖ５（１／３０秒）に達してから、
被写体輝度がＢｖ５から所定の露出値、例えば２ＥＶ低下してＢｖ３になるまでは、シャ
ッター速度をＴｖ５（１／３０秒）に固定したままとする。このとき、撮影レンズの絞り
をＡｖ５（Ｆ５．６）に固定するので、Ｂｖ３のときはフラッシュライトの届かない背景
が２Ｅｖアンダーに露光されることになる。
【００１７】
なお、この実施の形態では、手ブレを防止できる限界のシャッター速度を１／３０秒とす
る例を示すが、シャッター速度の手ブレ防止の限界値を撮影レンズの焦点距離に応じて変
化させてもよい。例えば、シャッター速度の手ブレ防止限界値を１／（焦点距離）秒また
はその近傍値とする。
【００１８】
また、絞りの固定値もＦ５．６に限定されず、撮影レンズの開放Ｆ値に依存させたり、輝
度に応じて変化させてもよい。絞りの固定値を変えることによって、シャッター速度が手
ブレ防止の限界値１／３０秒に達する被写体輝度もＢｖ５から変化する。
【００１９】
被写体輝度がＢｖ３以下では、被写体輝度の低下に応じてふたたびシャッター速度を低下
させる。このとき、背景の適正な露光レベルよりも例えば２Ｅｖだけ露出不足となる高速
のシャッター速度とする。つまり、フラッシュライトの届かない背景は２Ｅｖアンダーに
露光される。図２において、被写体輝度Ｂｖ３以下では、従来のスローシンクロ撮影より
も２ＥＶだけ高速なシャッター速度を設定する。
【００２０】
なお、この実施の形態では、被写体輝度がＢｖ３以下の場合は背景の適正露出よりも２Ｅ
Ｖだけ露出不足となる高速のシャッター速度とする例を示したが、この露出不足分を撮影
モードに応じて可変としてもよいし、撮影者により任意に可変としてもよい。
【００２１】
このような低輝度では夜景を背景にしてフラッシュ撮影することが多く、シャッター速度
を１／３０秒に固定した場合よりも夜景を鮮明に写し込むことができる。また、高速なシ
ャッター速度で撮影を行うので、手ブレによる夜景の像の流れも従来のスローシンクロ撮
影時の１／４の大きさに縮小される。
【００２２】
そして、シャッター速度が１秒となる輝度Ｂｖ－２以下では、シャッター速度を１秒に固
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定して、シャッターレリーズから最大１秒で撮影を打ち切る。
【００２３】
図４は、被写体輝度に基づいてシャッター速度Ｔｖと絞りＡｖを決定する処理を示すフロ
ーチャートである。このフローチャートにより、一実施の形態の動作を説明する。なお、
以下ではアペックス値を用いた露出演算の例を示す。
【００２４】
ステップ１において、測光用受光素子９による測光結果に基づいて輝度Ｂｖを検出する。
続くステップ２では、輝度Ｂｖとフィルム感度Ｓｖに基づいて露出値Ｅｖｃを求める。ス
テップ３で露出値Ｅｖｃが１２以上かどうかを判定し、Ｅｖｃが１２以上のときはステッ
プ４へ進み、そうでなければステップ６へ進む。
【００２５】
露出値Ｅｖｃが１２以上のときは、ステップ４でシャッター速度Ｔｖを７（１／１２５秒
）とし、続くステップ５で絞りＡｖを（Ｅｖｃ―Ｔｖ）として演算し、処理を終了する。
【００２６】
一方、露出値Ｅｖｃが１２未満のときは、ステップ６でＥｖｃが１０以上かどうかを判定
する。Ｅｖｃが１０以上のときはステップ７へ進み、そうでなければステップ９へ進む。
ステップ７では絞りＡｖを５（Ｆ５．６）とし、続くステップ８でシャッター速度Ｔｖを
（Ｅｖｃ－Ａｖ）として演算し、処理を終了する。
【００２７】
露出値Ｅｖｃが１０未満のときは、ステップ９でＥｖｃが８以上かどうかを判定し、Ｅｖ
ｃが８以上のときはステップ１０へ進み、そうでなければステップ１２へ進む。ステップ
１０では絞りＡｖを５（Ｆ５．６）とし、続くステップ１１でシャッター速度Ｔｖを５（
１／３０秒）として処理を終了する。
【００２８】
露出値Ｅｖｃが８未満のときは、ステップ１２でＥｖｃが３以上かどうかを判定し、Ｅｖ
ｃが３以上のときはステップ１３へ進み、そうでなければステップ１５へ進む。ステップ
１３では絞りＡｖを５（Ｆ５．６）とし、続くステップ１４でシャッター速度Ｔｖを（Ｅ
ｖｃ－Ａｖ＋２）として演算し、処理を終了する。
【００２９】
露出値Ｅｖｃが３未満のときは、ステップ１５でシャッター速度Ｔｖを０（１秒）とし、
続くステップ１６で絞りＡｖを（Ｅｖｃ－Ｔｖ＋２）として演算する。
【００３０】
ステップ１７において、絞りＡｖが３以下かどうかを判定し、Ａｖが３以下のときはステ
ップ１８へ進み、そうでなければ処理を終了する。絞りＡｖが３以下のときは、ステップ
１８で絞りＡｖを３とし、処理を終了する。
【００３１】
シャッターレリーズボタン（不図示）が操作されて撮影が開始されると、上述した処理ル
ーチンで決定したシャッター速度Ｔｖと絞りＡｖにより露出制御とフラッシュライトの点
灯制御を行う。
【００３２】
なお、上述した一実施の形態では本発明を一眼レフレックスカメラに適用した例を示した
が、本発明は一眼レフレックスカメラに限定されず、フラッシュライトを内蔵または外付
するすべての形式のカメラに適用することができ、上述したような効果を得ることができ
る。
【００３３】
【発明の効果】
（１）　以上説明したように請求項１の発明によれば、閃光撮影時は、被写体輝度が手ブ
レを防止できる限界のシャッター速度に対応する第１の被写体輝度以上の場合は、被写体
輝度の低下に応じてシャッター速度を決定し、被写体輝度が第１の被写体輝度から所定の
露出値だけの露出不足となる第２の被写体輝度までの間の場合は、シャッター速度をブレ
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は被写体輝度の低下に応じてシャッター速度を遅くするようにしたので、フラッシュライ
トを補助照明光として用いて閃光撮影行うときに、室内撮影においてはシャッター速度が
比較的高速に固定されて閃光撮影が行われるため、手ブレによる画質の低下のない写真が
得られ、一方、夜景を背景にした人物などの撮影においても背景が暗黒につぶれることが
なく、背景が鮮明に再現された写真が得られる。
（２）　請求項２の発明によれば、被写体輝度が第２の被写体輝度以下の場合は所定の露
出値だけ露出不足となるシャッター速度を設定するようにしたので、被写体輝度が変化し
ても一定のアンダー露出で夜景などの背景を写し込むことができる。
（３）　請求項３の発明によれば、所定の露出値を撮影モードに応じて可変とするので、
撮影モードに応じて最適なアンダー露出で背景を写し込むことができる。
（４）　請求項４の発明によれば、所定の露出値を任意に可変とするので、撮影者が被写
体の背景を所望のアンダー露出で写し込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一実施の形態の構成を示す図である。
【図２】　被写体輝度に対するシャッター速度を示す図である。
【図３】　フラッシュライトによる閃光撮影時のシャッター速度のプログラム線図である
。
【図４】　被写体輝度に基づいてシャッター速度Ｔvと絞りＡvを決定する処理を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
１　撮影レンズ
２　絞り
３　クイックリターンミラー
４　シャッター
５　フィルム
６　焦点板
７　ペンタプリズム
８　測光用レンズ
９　測光用受光素子
１０　フラッシュライト発光部
１１　制御装置
１２　フラッシュライト制御装置
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【図３】

【図４】
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